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　広報ながのや市役所・各支所の掲示板、市ホームページで
お知らせします。入居を希望される人は、指定された申込期
間内に必要書類をそΖえて、長野県住宅供給公社へ提出して
ください。後日、公開抽選にて入居者を決定します。なお、市
営住宅以外に、中ݎ所得者向け住宅、定住促進住宅などがあ
ります。

市営住宅の入居者ืू

　次の要件を全て満たしている世帯が対象です。
◦�申し込み者が長野市内に住所または一定の勤務場所を有
している世帯

◦�現在住宅に困ځしている世帯（公営住宅の名義人や持ち家
などを所有している人は申し込み不可）

◦�市税などの滞納がない世帯
◦�申込時点で公営住宅法上の収入（政令収入）金額（所得）が
月額15万8,000円（ࡋ量世帯は21万4,000円）以下の世帯

◦�申し込み者および同居者が๫力団員でないこと
裁量世帯とは
　次のいずれかに該当する世帯のことです。
◦�1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている人
を含む世帯

◦�1級、2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
人を含む世帯

◦�A1からB1までの療育手帳の交付を受けている人を含む世帯
◦�中学校卒業前の子どもがいる子育て世帯
◦�申し込み者が60歳以上の人であり、かつ同居者のいずれ
もが60歳以上、18歳未満ຢは60歳以上及び18歳未満の
者である世帯

◦�原子ര஄被ര者、引༲者、ઓ傷病者、ハンセン病療養所入所
者などを含む世帯（細かい規定があります）

入居資格

ืूについて

◦�住まいに関する相談窓口�
住宅に関する相談や住宅確保要配慮者の住まい
探しについて

◦補助金や助成金について
　長野市で取り扱っている補助金事業について

◦分ৡマンションの管理について
　�管理計画認定やセミナー、相談会のお知らせに
ついて

住まいに関すること

生活環境・住まい

住まいに関すること
問 住宅課（第二庁舎7階）TEL 224-5424

問 長野県住宅供給公社（大字南長野南県町）
TEL 227-2322�
住宅課（第二庁舎7階） TEL 224-7427

　公害（大気汚છ、૽ 音、振動、悪ष、水質汚୙、土৕汚છなど）
に関する苦情相談

公害相談
問 �環境保全温ஆ化対策課（第二庁舎3階） �

TEL 224-8034
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　空き家対策室では、空き家に関するさまざまな
相談を受け付けています。空き家についてお悩み
の方は、ご相談ください。

　想い出の詰まった我が家も、いずれ空き家になる可能性が
あります。空き家になったら誰が管理をするのか、「住まいの
エンディングノート」などを活用し、早めに家族、親族で話し
合いましょう。相続した場合は、相続登記などの手続きもき
ちんとやっておきましょう。

　利活用可能な空き家を売りたい人、貸したい人に空き家物
件を登録していただき、その情報を空き家バンク
専用サイトで公開し、空き家の利用希望者へ情報
提供する制度です。

　登録可能な物件は、自己の居住を目的として建てた家屋
で、相続登記などの権利関係が整った物件です。登録の申し
込みをいただいた後、現地調査などを行い、登録の可否を判
断します。利活用可能な空き家をお持ちで、空き家バンクを
通じて物件の売却・賃貸を希望する人は、空き家バンクへ対
象となる物件の登録をお願いします。

概要

対象物件

長野市の空き家対策のご案内
長野市空き家バンク制度

問 �移住推進課（第一庁舎6階） TEL 224-7721

空き家対策について
問 �建築指導課空き家対策室（第二庁舎7階） �

TEL 224-8901

空き家に関する総合相談窓口です

早めに備えましょう

　建物の老朽化を防ぐため、定期的に建物の状況を確認しま
しょう。自分で管理をするのが大変な場合は、専門事業者の
サービスを利用して、きちんと管理をしましょう。

きちんと管理をしましょう

　空き家をそのままにしておいて老朽化が進んだ場合、大き
な事故に繋がりかねません。自分や家族で使う予定がない空
き家は、利活用や解体することを検討しましょう。

空き家の利活用・解体を検討しましょう
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